
2024年12月4日 

 

国際協力銀行との 

「中堅・中小企業の海外事業支援に関する業務協力協定書」の締結 

 

常陽銀行（頭取 秋野 哲也）は、このたび、お客さまの海外事業支援を強化するため、

株式会社国際協力銀行（総裁 林 信光、以下、「JBIC」）と「中堅・中小企業の海外事業の

現地モニタリング情報の提供等に関する業務協力協定書」を締結いたしましたので、下記の

とおりお知らせいたします。 

本協定は、当行と JBIC が連携し、中堅・中小企業の海外事業を支援するための具体的な

枠組みを構築するものです。本協定の締結により、当行は海外駐在員事務所のネットワーク

等をもつ JBIC から、両行が協調して融資した現地プロジェクトのモニタリング情報等の提供

を受けることが可能となります。 

なお本件は、今般 JBIC が創設・開始した「地域金融機関の海外事業モニタリング支援

枠組み」に基づく第 1 号案件となります。 

当行は、今後とも、お客さまの海外事業における多様なニーズに積極的にお応えするため、

さまざまな取り組みを展開してまいります。 

 

記 

1．背景および目的 

   当行と JBIC は、これまでもクロスボーダーローン等資金ファイナンスを中心に、

お客さまの海外事業支援に協調して取り組んでまいりました。  

   本協力協定の締結により、JBIC 海外駐在員事務所全 18 拠点のネットワーク等を活用

することで、当行の海外駐在員事務所がない国においても現地モニタリング等の情報取得

が可能となります。 

 

2．モニタリングの枠組み 

 （1）海外向け新規融資案件が対象 

 （2）JBIC 海外駐在員事務所全 18 拠点のネットワーク等の活用 

 （3）現地プロジェクトのモニタリング情報等の共有 

 

3．協定書の締結日 

  2024 年 12 月 3 日（火） 

 

 

 

 

 



＜締結式の様子＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  左から 常陽銀行 取締役頭取 秋野 哲也、国際協力銀行 代表取締役専務取締役 橋山 重人 

 

 

 

以 上 
 


